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(57)【要約】
【課題】ソケットが存在する領域以外のダクトの開口か
らダクト内部の給電部に接触して感電することを防止で
きるようにする。
【解決手段】本発明の照明用ユニット１は、建物に取り
付けられて一方向に延びて、長手方向に延びる開口２ｃ
を有し且つ内部に一対の接点２２２を有するダクト２に
係止可能に、ダクト２の開口２ｃを閉じるカバー３と、
両端に被支持部Ｌ１を有する直管状の照明体Ｌを支持す
る一対のソケット４とを備え、一対のソケット４のそれ
ぞれは、照明体Ｌの被支持部Ｌ１を支持する支持部５と
、カバー３に接続される接続部６とを備え、一対のソケ
ット４のうちの少なくともいずれか一方は、接続部６に
連設された導通部８０であって、ダクト２の接点２２２
に接続する導通部８０を有し、ダクト２の接点２２２か
らの電力が導通部８０を介して支持部５に給電可能に構
成される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物に取り付けられて長手方向に延びて、該長手方向に延びる開口を有し且つ内部に一
対の接点を有するダクトに係止可能に、ダクトの開口を閉じるカバーと、
　両端に被支持部を有する直管状の照明体を支持する一対のソケットとを備え、
　一対のソケットのそれぞれは、照明体の被支持部を支持する支持部と、カバーに接続さ
れる接続部とを備え、
　一対のソケットのうちの少なくともいずれか一方は、接続部に連設された導通部であっ
て、ダクトの接点に接続する導通部を有し、ダクトの接点からの電力が導通部を介して支
持部に給電可能に構成されることを特徴とする照明用ユニット。
【請求項２】
　前記カバーの裏側には、第一接続部材が配置され、前記カバーの表側には、第二接続部
材が配置され、第一接続部材及び第二接続部材が前記カバーを挟んで連結され、前記ソケ
ットは、第二接続部材に着脱可能に取り付けられることを特徴とする請求項１に記載の照
明用ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物（天井や壁）に取り付けられたダクトに、両端に被支持部を有する直管
状の照明体を装着するための照明用ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネ及びエコ対策が推進されることから、光源としての発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ素子）が透過性筒体で包囲されるとともに、両端に被支持部を有する直管状の照明体が
取り付けられた照明装置が提供されている。この照明装置は、従来の白熱電球や蛍光灯に
比べて発光効率が高くて、消費電力も小さく、ＣＯ２の排出量削減にも大きく寄与できる
。また、前記光源は、従来の蛍光灯に比して、寿命が長く、交換回数も少ない。
【０００３】
　この種の照明装置としては、例えば、図１２に示す如く、建物（天井や壁）に取り付け
られるダクト１００と、ダクト１００に取り付けられる一対のソケット１０１，１０１と
を備えている（特許文献１参照）。
【０００４】
　ダクト１００は、長尺状に形成され、長手方向に延びる帯状の開口１００ａを有する。
より具体的には、ダクト１００は、一対の側壁１００ｂ，１００ｂを有し、一対の側壁１
００ｂ，１００ｂは、溝を画定している。一対の側壁１００ｂ，１００ｂには、接点用の
溝１０２が形成され、この溝１０２には、接点１０２ａが配設されている。また、ダクト
１００には、後述するソケット１０１の係止片１０１３，１０１３が係止する一対の突片
１０３，１０３が内向きに突出して形成されている。
【０００５】
　ソケット１０１は、支持部１０１０と、接続部１０１１とを備える。支持部１０１０は
、照明体を支持可能に構成されている。接続部１０１１は、ダクト１００の接点１０２ａ
に接続されて照明体の端子に給電可能に構成される。具体的には、接続部１０１１は、ダ
クト１００の溝に挿入される軸１０１２と、軸１０１２に連設された一対の係止片１０１
３，１０１３であって、ダクト１００の突片１０３，１０３に係止される一対の係止片１
０１３，１０１３と、一方の係止片１０１３に対して平行するように延出して形成される
導通部１０１５とを備えている。
【０００６】
　かかる構成の照明装置によれば、ソケット１０１の軸１０１２をダクト１００の溝に挿
入して、軸１０１２を中心にして、ソケット１０１を回転させ、ダクト１００の一対の突
片１０３，１０３に、ソケット１０１の係止片１０１３，１０１３を係止させて取り付け
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ている。これと同時に、ソケット１０１の導通部１０１５が、ダクト１００の接点１０２
ａに接触する。そうすることで、照明体の光源に対して給電可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実用新案登録第３１５７４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、上記構成の照明装置の場合、ソケット１０１の軸１０１２をダクト１００の
開口１００ａに挿入して、ソケット１０１の一対の係止片１０１３，１０１３をダクト１
００の一対の突片１０３，１０３に係止させているので、ソケット１０１が存在する領域
以外のダクト１００の開口１００ａは開口状態であり、前記領域以外の開口１００ａから
工具や人の指などが挿入できる状態になっている。したがって、前記領域以外の開口１０
０ａからダクト１００内部の給電部に接触して感電する可能性がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、斯かる実情に鑑み、ソケットが存在する領域以外のダクトの開口か
らダクト内部の給電部に接触して感電することを防止できる照明用ユニットを提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る照明用ユニットは、建物に取り付けられて一方向に延びて、長手方向に延
びる開口を有し且つ内部に一対の接点を有するダクトに係止可能に構成されたカバーであ
って、ダクトの開口を閉じるカバーと、両端に被支持部を有する直管状の照明体を支持す
る一対のソケットとを備え、一対のソケットのそれぞれは、照明体の被支持部を支持する
支持部と、カバーに接続される接続部とを備え、一対のソケットのうちの少なくともいず
れか一方は、接続部に連設された導通部であって、ダクトの接点に接続する導通部を有し
、ダクトの接点からの電力が導通部を介して支持部に給電可能に構成されることを特徴と
する。
【００１１】
　かかる構成によれば、ソケットが存在する領域以外のダクトの開口がカバーによって閉
じられるので、ソケットが存在する領域以外の開口からダクト内部の給電部（接点または
電気回路）に接触することがなく、感電を防止することができる。また、一対のソケット
のうちの少なくともいずれか一方と、ダクト内部の接点とが導通部を介して確実に電気的
に接続することができる。
【００１２】
　この場合、前記カバーの裏側には、第一接続部材が配置され、前記カバーの表側には、
第二接続部材が配置され、第一接続部材及び第二接続部材が前記カバーを挟んで連結され
、前記ソケットは、第二接続部材に着脱可能に取り付けられることが好ましい。
【００１３】
　かかる構成によれば、地震があっても一対のソケットの間隔が変化することがなく、照
明体がソケットから外れて落下することがない。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ソケットが存在する領域以外のダクトの開口からダクト内部の給電部
に接触することによる感電を防止することができるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る照明用ユニットを示す側面図。
【図２】同実施形態に係る照明用ユニットの破断した要部の斜視図。
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【図３】同実施形態に係る照明用ユニットの破断した要部の正面図。
【図４】同実施形態に係る照明用ユニットを下から見た図。
【図５】同実施形態に係る照明用ユニットのダクトを示す斜視図。
【図６】同実施形態に係る照明用ユニットの一対の接点支持部材を示す斜視図。
【図７】同実施形態に係る照明用ユニットのカバーを示す斜視図。
【図８】同実施形態に係る照明用ユニットのソケットを示す斜視図。
【図９】同実施形態に係る照明用ユニットの第一接続部材及び導通部を示す斜視図。
【図１０】同実施形態に係る照明用ユニットの第二接続部材を示す斜視図。
【図１１】同実施形態に係る照明用ユニットの接続部の取付板を示す斜視図。
【図１２】従来の照明装置の要部を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態に係る照明用ユニットについて、図１～図１１を参照しつつ
説明する。
【００１７】
　本実施形態に係る照明用ユニット１は、図１～図４に示す如く、カバー３と、一対のソ
ケット４，４とを備える。カバー３は、建物に取り付けられて長手方向に延びて、該長手
方向に延びる開口２ｃを有するダクト２に対して係止可能に構成される。一対のソケット
４，４は、両端に被支持部Ｌ１，Ｌ１を有する直管状の照明体Ｌを支持する。
【００１８】
　照明体Ｌは、光源としての複数の発光ダイオードと、光源を包囲する透過性筒体Ｌ２と
、両端に連結される被支持部Ｌ１，Ｌ１であって、一対のソケット４，４によって支持さ
れる被支持部Ｌ１，Ｌ１とを有する。一方の被支持部Ｌ１には、直列接続された発光ダイ
オードの電気回路の端子が設けられている（図示せず）。また、他方の被支持部Ｌ１には
、前記電気回路の端子ではなく、被支持部Ｌ１を支持するための端子が設けられている。
【００１９】
　ダクト２は、図５に示す如く、長手方向に延びて長尺状に形成され、長手方向に延びる
帯状の開口２ｃを有する。より具体的には、ダクト２は、一対の側壁２ａ，２ａと、該一
対の側壁２ａ，２ａを連結する連結壁２ｂとを有し、一対の側壁２ａ，２ａは溝を画定し
ている。
【００２０】
　側壁２ａ，２ａは、接点取付部２０と、カバー係止部２３とを備える。
【００２１】
　接点取付部２０は、側壁２ｂの上部及び下部に長手方向に沿って形成された一対の挿入
溝２００，２００を有する。この一対の挿入溝２００，２００には、後述する接点支持部
材２２の突片２２３，２２３が挿入される。
【００２２】
　接点支持部材２２は、図６に示す如く、支持部２２０と、一対の突片２２３，２２３と
を有する。
【００２３】
　支持部２２０は、長手方向に溝２２１が形成されている。該溝２２１には、ソケット４
の支持部５に給電するための接点２２２が挿通支持される（図４参照）。
【００２４】
　一対の突片２２３，２２３は、支持部２２０の両端部から互いが離間する方向に延出し
て形成されている。そして、接点支持部材２２の一対の突片２２３，２２３は、接点取付
部２０の挿入溝２００，２００に挿入されて、接点取付部２０に接点支持部材２２が取り
付けられる。
【００２５】
　カバー係止部２３は、一対の側壁２ａ，２ａの端部から互いが内向きに延出して形成さ
れる一対の被係止片２３０，２３０を有する。
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【００２６】
　連結壁２ｂは、内面にアース線支持部２４を備える。アース線支持部２４は、連結壁２
ｂの幅方向中央に長手方向に沿って形成される。また、アース線支持部２４は、アース線
２５が挿通される溝２６が形成され、この溝２６にアース線２５が挿通支持される。アー
ス線２５は、建物（例えば、天井や壁面）に照明用ユニット１を取り付ける際に、ボルト
Ｂのネジ部が貫通して大地に接地され、ダクト２の接地がとれるようになっている（図３
参照）。
【００２７】
　カバー３は、図７に示す如く、本体３０と、一対の係止片３１，３１とを備える。
【００２８】
　本体３０は、ボルトＢの挿通孔３２，３２と、挿通孔３２，３２の間に形成された貫通
孔３３とを有する。
【００２９】
　ボルトＢの挿通孔３２，３２は、１つのソケット４に対して２つ形成されている。また
、一対の挿通孔３２，３２は、後述する第二接続部材９０の第一接続片９４、及び第二接
続片９５のボルトＢの挿通孔９４０に連通する。
【００３０】
　カバー３の貫通孔３３は、後述するボルトＢの挿通孔３２，３２間に形成されており、
後述するソケット４の支持部５と導通部８０とを電気的に接続するリード線（図示せず）
を挿通するための孔である。
【００３１】
　一対の係止片３１，３１は、本体３０の裏面の両側に所定の間隔をおいて突設され、互
いに離間する方向に延出して形成される。そして、ダクト２の一対の被係止片２３０，２
３０に、カバー３の係止片３１，３１が係止し、ダクト２にカバー３が取り付けられる。
【００３２】
　一対のソケット４，４のそれぞれは、図８～図１０に示す如く、照明体Ｌの被支持部Ｌ
１，Ｌ１を支持する支持部５と、カバー３に接続される接続部６とを備えている。また、
一対のソケット４，４のうちの少なくともいずれか一方は、接続部６に連設された導通部
８０を備える。
【００３３】
　支持部５は、上部の両側に外向きに延出された一対の被支持片５０，５０が形成される
。また、支持部５は、照明体Ｌの両端の被支持部Ｌ１，Ｌ１を支持する（図１参照）。ま
た、支持部５は、後述する接続部６の第二接続部材９０によってカバー３の表面に着脱可
能に取り付けられる。
【００３４】
　接続部６は、図９（ａ），（ｂ）及び図１０に示す如く、第一接続部材７０と、第二接
続部材９０とを備える。
【００３５】
　第一接続部材７０は、図９（ａ），（ｂ）に示す如く、本体部７１と、導通部８０とを
有する。
【００３６】
　本体部７１は、基板７１０と、仕切り壁７１１と、蓋板７１２とを有する。
【００３７】
　基板７１０は、矩形状を呈している。そして、基板７１０の一面には、一対の雌ねじ部
７１３，７１３が所定の間隔をおいて配置され、基板７１０の他面には、後述する導通部
８０の一対の板バネ８１，８１を挿入するためのスペースが仕切り壁７１１によって形成
される。
【００３８】
　一対の雌ねじ部７１３，７１３は、所定の間隔をおいて配置される一対の円筒体７１３
０，７１３０に、ボルトＢが螺合する金属製の雌ねじ７１４，７１４が埋設される。
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【００３９】
　蓋板７１２は、基板７１０と同一形状で、仕切り壁７０２によって形成されるスペース
の開口を閉塞するように取り付けられる。また、蓋板７１２には、後述する一対の板バネ
８１，８１の位置を固定するピンＰ，Ｐを押圧するための凸部７１２０，７１２０が形成
される。
【００４０】
　導通部８０は、一対の板バネ８１，８１と、該一対の板バネ８１，８１の先端部に形成
された接触片８２，８２とを有する。一対の板バネ８１，８１は、互いの基端部８１ａ，
８１ａが対向する位置に配置され、それぞれの基端部８１ａ，８１ａを起点にしてＵ字状
に折り曲げられて、一方の基端部８１ａの側方に他方の接触片８２が配置され、他方の基
端部８１ａの側方に一方の接触片８２が配置される。そして、互いの接触片８２，８２は
、板バネ８１，８１によって外方に向かって常時付勢するように構成され、ダクト２の長
手方向に位置ずれした状態で一対の接点支持部材２２，２２の接点２２２，２２２に圧接
する（図３参照）。そうすることで、一対の接触片８２，８２が同一直線上で接点２２２
，２２２に圧接することがなく、片方ずつ容易に圧接することができる。
【００４１】
　一対の板バネ８１，８１の基端部８１ａ，８１ａにリード線（図示せず）が接続される
ことで、支持部５に対して給電されるが、このリード線も導通部８０に含まれることとす
る。
【００４２】
　第二接続部材９０は、図１０に示す如く、本体９１と、一対の支持片９２，９２と、位
置決め体９３と、第一接続片９４と、第二接続片９５とを備える。
【００４３】
　本体９１は、略中央部（一対の支持片９２，９２の間）に開口９６が形成されている。
【００４４】
　一対の支持片９２，９２は、開口９６の周縁部の両側から突設された後、互いに内向き
に延出して形成される。そして、一対の支持片９２，９２は、支持部５の一対の被支持片
に係止して、支持部５を支持する。
【００４５】
　位置決め体９３は、一対の支持片９２，９２を結ぶ直線に対して直交する方向に位置す
る開口９６の周縁部から突設される。
【００４６】
　第一接続片９４は、ダクト２の長手方向、すなわち、一対の支持片９２，９２を結ぶ直
線に対して直交する方向の直線に沿って外側に向かって延出される。また、第一接続片９
４は、支持部５を固定するためのボルトＢが挿通される挿通孔９４０が形成されている。
【００４７】
　第二接続片９５は、一対の支持片９２，９２を結ぶ直線に対して直交する方向の直線に
沿って内側に向かって延出される。また、第二接続片９５は、支持部５を固定するための
ボルトＢが挿通される挿通孔が形成される(図示せず)。
【００４８】
　取付板９７は、図１１に示す如く、第二接続部材９０の第一接続片９４と同じ形状で、
第一接続片９４にあてがわれる。中央部に形成されたボルトＢの挿通孔９７０を有する。
【００４９】
　つぎに本実施形態に係る照明用ユニット１の使用態様について説明する。まず、カバー
３に一対のソケット４，４を取り付ける。具体的には、カバー３の貫通孔３３と、第二接
続部材９０の開口９６とを位置合わせして、第二接続部材９０の第一接続片９４の挿通孔
９４０及び第二接続片９５に、ボルトＢを挿通して仮止めの状態にする。そして、一方の
ソケット４において、第一接続部材７０の一対の雌ねじ部７１３，７１３に仮止め状態の
ボルトＢを螺合させる。すなわち、カバー３の表面に、一方のソケット４の支持部５が配
置され、カバー３の裏面(ダクト２内部)に、一方のソケット４の第一接続部材７０が配置
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される。
【００５０】
　他方のソケット４は、第二接続部材９０のみで、カバー３に取り付けられる。具体的に
は、カバー３の貫通孔３３と、第二接続部材９０の開口９６とを位置合わせして、第二接
続部材９０の第一接続片９４の挿通孔９４０及び第二接続片９５に、ボルトＢを挿通して
仮止めの状態にする。
【００５１】
　そして、第二接続部材９０の一対の支持片９２，９２を、ソケット４の支持部５の一対
の被支持片５０，５０に係止して、支持部５を支持する。この際、第二接続部材９０の位
置決め体９３にソケット４の支持部５を当接させた状態にする。この状態で、第二接続部
材９０の第一接続片９４に取付板９７をあてがう。そして、ボルトＢを締め付けて、取付
板９７、第二接続部材９０の第一接続片９４及び第二接続片９５、第一接続部材７０を固
定する。
【００５２】
　つぎに、図示しないリード線をカバー３の貫通孔３３に挿通して、一方のソケット４の
支持部５と、一方のソケット４の導通部８０を電気的に接続する。これによって、照明体
Ｌに給電できる状態が確保される。
【００５３】
　つぎに、例えば、天井の梁材に取り付けられたダクト２の一対の被係止片２３０，２３
０にカバー３の一対の係止片３１，３１を水平方向に差し込んで係止させ、ダクト２の開
口２ｃをカバー３によって閉じる。この際、一方のソケット４の導通部８０の一対の接触
片８２，８２がダクト２内部の接点２２２，２２２に接触する。これによって、ダクト２
の接点２２２，２２２と一方のソケット４が電気的に接続された状態になる。最後に、一
対のソケット４，４に照明体Ｌを取り付ける。
【００５４】
　以上のように、本実施形態に係る照明用ユニット１は、一対のソケット４，４が存在す
る領域以外のダクト２の開口２ｃをカバー３で覆うことで、一対のソケット４，４が存在
する領域以外のダクト２の開口２ｃからダクト２内部の給電部に接触することによる感電
を防止することができる。
【００５５】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲で適宜変更を加え得ることは勿論のことである。
【００５６】
　例えば、上記実施形態において、一方のソケット４に導通部８０を設けるようにしたが
、両方のソケット４，４に設けるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１…照明用ユニット、２…ダクト、２ｃ…開口、２２２…接点、３…カバー、３３…貫
通孔、４…ソケット、５…支持部、６…接続部、７０…第一接続部材、８０…導通部、９
０…第二接続部材、Ｌ…照明体、Ｌ１…被支持部
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